
新潟県連がまとめた要望事項は、以下のとおり

平成 30年度税制改正要望事項

総

第一 経済活性化への積極的取 り組み

平成 29年度税制改正においては、わが国経済の成長力底上げのため、就業
調整を意識しなくて済む仕組みを構築する観点から配偶者控除・配偶者特別控
除の見直しが行われたとともに、経済の好循環を促すための研究開発税制及び

所得拡大促進税制の見直しや中小企業向け設備投資促進税制の拡充等が行われ
た。

ただ、昨今の米欧各国をはじめとする世界の政治状況の混乱、更には経済
の先行き不透明感などから、わが国経済は足踏み状態が続いており、引き続
きデフレからの脱却・経済再生が最優先課題となっている。

とりわけ地方の中小企業にとつては厳しい経営環境が続いており、日本経
済を支える中小企業が元気になるためのさらなる具体的施策を示し、実行す
るよう、政府に対し強く求めたい。

第二 行財政改革の徹底

平成 29年度予算は、歳入 97.5兆円のうち、税収は57.7兆円 (前年度当

初予算 57.6兆円)、 国債の新規発行額は34.4兆 円 (前年度から622億円
減)であり、公債依存度は 35。 3%(前年度 35.6%)と なった。

財政状況はわずかながら改善しているとはいえ、2020年 度にプライマ

リーバランスを黒字化するという目標は、率直のところ達成困難といわざる
を得ない。

この現実を正面から受け止め、政府には引き続き本気で行財政改革に取り

組むよう求める。

そのための具体策として、次のとおり要求する。
1。 年金の受給資格期間の短縮、高所得者の給付削減

2.薬価を含む診療報酬体系の見直し

3.介護保険制度の見直し

4.生活保護の給付水準見直しと厳格運用

5。 公務員数の適正化と給与・退職金等の民間準拠徹底

6.選挙制度改革と議員定数・報酬 0年金制度の再設計
7.特殊法人改革等の推進

8.積極的な民間活力の導入

9.特別会計の抜本的改革

論
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10。 予算執行についてのチェック体制強化と厳格運用

第二 法人・個人所得税について

税制には、負担の公平性はもちろん、わかりやすく簡素な仕組み、経済活動
における選択を歪めないための中立性が求められる。

法人税における租税特別措置など、特定の政策 目的を実現するために有効な政

策手段 とな り得る一方で、税負担の歪みに繋がる恐れのあるものについては、真

に必要なものに限定すべきと考える。

個人所得税については、平成 29年度改正で配偶者控除、配偶者特別控除の見

直 しが行われたものの抜本的な改革は行われていない。所得税のあり方や各種控

除等の見直 しなどについて更に議論を深めていく必要があ り、引き続き適正な税

負担の仕組みを追及・検討 していくべきである。

第四 社会保障制度改革推進 について

人口減少と少子・高齢化の同時進行、格差の拡大が進むなかで、国民は将来不

安を強く感じている。

出生数の減少は、その理由として将来不安が一番に挙げられ、現下の財政状況
の中で社会保障制度をいかにして維持していくのか、これは国家的課題ともいえ

る大きな問題である。

既に、高齢者控除の廃止、年金の支給年齢の引き上げ、保険料増額等の

改革を行ってきてはいるが、公的福祉制度の民間移譲など、地方財政の削減、民

間雇用促進に繋がるような施策について、財源問題と併せ更に突っ込んだ改革に

取り組んでいくことが不可避といえる。

第五 震災復興 について

東日本大震災については、平成 27年度まで 5年間の集中復興期間 (予算規模

25兆円)を経て、平成 28年度から 5年間の「復興・創生期間」(予算規模 6.5

兆円)に入つているが、依然復興は道半ばである。

今後の復興事業に当たつてはこれまでの効果を十分に検証し、予算を適正

かつ迅速に執行するとともに、原発事故対応を含め引き続き適切な支援を続

ける必要がある。住宅再建やまちづくりなどの復興状況は、用地取得の遅れ

や人手・資材の不足等から計画を下回るペースで進捗しており、「復興・創生」

に向けた取組みは依然として喫緊の課題といえる。

財源については、国が全額負担してきた従来方針を転換し、一部事業につ

いては被災自治体にも若千の負担を求めることとしており、効率的な予算運

営が期待できる状況になっているが、「復興・創生」の残 り期間についても、

22



引き続き極力各省庁の無駄を省き、知恵を絞って税外収入の確保に努め、更

なる増税に頼ることのないよう要望したい。

また、集中復興期間中に、一部指摘のあった予算流用や最近発覚した政府

系金融機関による危機対応融資制度の不適正運用など国費の無駄に直結する

事例には厳しく対処し、こうした事象が発生することのないよう改めて財政

規律の遵守を強く求める。

【 基 本 事 項 】

第 一  法 人税 制 につ い て

地域経済の担い手である中小企業は、依然厳 しい経営環境におかれているこ

とから改善すべき点が多い。

このため、以下のことにつき要望する。

1 課税ベースの適正化について

法人実効税率の引き下げに伴い租税特別措置の期限切れによる廃止など課税
ベースの拡大が一部行われたが、依然 として法人税負担の偏 りがみ られる。

財源確保の観点か らだけでなく、適正な課税ベースの構築を引き続き検討 し

ていくこと。

2 外形標準課税について

中小法人は大法人 と比較すると労働分配率が高 く、外形標準課税が適用 さ

れると雇用の維持・創出に及ぼす影響が大きい。また欠損法人等担税力のな

い中小法人の資金繰 りを圧迫 し、設備投資にも影響が及ぶことから、地方創

生の観点か らも、外形標準課税の対象範囲の見直 しをするに当たっては、中

小法人への十分な配慮が必要であり、慎重に進めること。

3 繰越欠損金の控除限度額について

企業活動の継続性 と業績回復を支援する観点か ら、中小法人に対 しては、繰越

欠損金の 100%控除制度を維持すること。

4 投資促進税制等の拡充、本則化

中小企業の技術革新など経済活性化に資する生産性向上設備投資促進税制等に

ついては、制度を拡充するとともに、極力本則化すること。

5 確定申告書提出期限の延長

決算事務については、諸手続等のため 2か月以内で完了することがなかなか

困難であ り、法人税の確定申告書の提出期限を 「"原則"事業年度終了後 3か
月以内」に延長すること。

6 企業会計 と税法会計について

企業会計、税法会計 ともに「一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に従

う」とする共通理念を有 してお り、税法会計も可能な限 り企業会計に近づける
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会計処理とすること。

第二 個人所得税制について

所得税は、国民全体がその所得に応じて負担するという税の基幹であるが、
社会の構造変化などによる非納税者の増加や各種控除の拡大などから、基幹税

としての財源調達機能が低下 している。

公正・中立・簡素の二原則に立ち戻つて、広 く公平な税負担 となるよう見

直 しが必要 と考える。

各種控除制度の見直 し

(1)各種控除は、社会構造変化に対応 したものに見直すこと。

(2)税率構造についても、各種控除と一体的に見直 しを検討すること。

(3)累次の改正で複雑化 してお り、簡素化を図ること。

個人住民税の均等割は、応益負担原則の観点から適正水準 とすべき。

第二 消費税制について

平成29年 4月 から予定されていた消費税率の引き上げは、2年半延期され

た。ただ、軽減税率制度の導入については、既定の通 り「10%へ の引き上げ

時」 とされる見込みである。税率引き上げの再延期は、国内外の経済情勢等を

踏まえての政治判断であるが、財政健全化や社会保障の充実 とい う重い課題が

さらに厳 しさを増す ものとなった。軽減税率制度については、法人会 としては

「10%程 度までは、単一税率が望ましい」との主張に変わ りないが、「10%
引き上げ時の導入」を前提 とした場合、次の点について十分な配慮 と、国民の

理解を得る努力を要望する。

1.事業者の事務負担・事務 コス ト増に対 し、十分配慮 された仕組みとすること。

2.対象品目等については、極力分か りやすいルール とすること。

3.税収確保の視点も重視すること。

4.経済への影響に十分配慮すること。

第四 事業承継税制 について

わが国企業の大半を占める中小企業は、地域経済の活性化、雇用の確保など

に大きく貢献しており、中小企業の事業承継税制は、日本経済にとつて大きな

影響を及ぼすものである。

これまで納税猶予制度の要件緩和や手続きの簡素化などが図られてきたが、

中小企業の円滑な事業承継には不十分であり、さらなる要件緩和と充実を要
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望する。

第五  地方 税 制 につ い て

1 固定資産税評価方法について

固定資産税については、地価の下落にもかかわらず地価実勢等から見ても税負

担が重 くなってお り、評価方法や課税方式の抜本的な見直 しが必要である。

(1)地価の評価については、現在、国土交通省、総務省、国税庁がそれ

ぞれ 目的に応 じた評価をしているが、評価体制の一元化を含め、行政

の効率化 とコス ト削減に努めること。

(2)土地の評価は、その土地の利用価値をみて「収益還元価格」で評価

するよう改めること。

(3)居住用家屋については、現在、再建築価格方式で評価 しているが、

これを建築後の経過年数や処分価格を基準に評価する方法に改める

こと。事業用については「収益還元価格」で評価するようにすること。

2 事業所税について

事業所税は、固定資産税 との二重課税的な性格を有すること、市町村によつ

て徴収の有無があるなど不合理・不公平な実態があり、廃止すべきである。

3 不動産取得税の減税について

土地の流動化を推進するため不動産取得税の減税を要望する。

また、不動産業者が商品として取得する物件については、保有の期間

を限定 し非課税 とすべきである。

4 ふるさと納税制度について

ふるさと納税制度については、制度の趣旨には賛同するものの、問題点も指

摘 されている。制度の本旨に立ち返 り、寄付が真に住民サー ビスに活かされ、

効率よく地域の運営に貢献するものとなるような仕組みにするべきであリー

部見直 しが必要 と考える。

第六 マイナ ンバー制度 について

平成 28年 1月 から全面施行されたマイナンバー制度は、導入後しばらくの

間、発行に伴 うミスやカー ドの不具合などさまざまな混乱を生じたが、システ

ム面については落ち着いた状況になったといえる。ただ、カー ドの発行率はか

なり低調であり、制度の定着には未だ課題が多い。

情報の保護や悪用防止のための措置など、今後も制度の趣旨に沿つた運用

が成されるよう、更に必要な措置を講じていくよう要望する。

第七 国際税制 について
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経済のグローバル化に伴い、国境を超える経済活動に対する国際課税の問題
は、中小法人や個人にも関わりが広がっており、その重要性はますます高まっ
ている。租税条約の拡充により国際的な二重課税を排除することや、その逆の

不正な資本隠しなどについては厳正な対応が必要であり、国際的な課税ルール

の構築に向け継続して取り組んでいくべきである。
いわゆるタックスヘイブン対策は、実態を正確に把握し、税の原点に立ち

返つた視点からの対策が不可欠である。

諸外国とも連携し、引き続き適正な税制措置をとるよう強く求める。

第人 その他

耐用年数の見直しについては、耐用年数は、物を対象に一律に規定されてい

るが、積雪寒冷地における破損や消耗度合いは温暖地とは比較にならず、特に

車、家屋等については抜本的に短縮するよう要望する。

なお、海岸地域の塩害についても積雪寒冷地同様に短縮を要望する。

【 個 別 事 項 】

第一 法人税 関係

1 中小企業の軽減税率 15%の本則化と適用課税所得額の引き上げ

中小企業に適用される軽減税率の特例 15%を時限措置ではなく、本則化す

ること。

また、昭和 56年以来、800万円以下に据え置かれている軽減税率適用所

得額を少なくとも1,600万 円程度に引き上げること。
2 中小企業の活性化に資する投資促進税制の見直し

中小企業投資促進税制については、対象設備を拡充したうえ、「中古設備」

を含めること。

また、少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例については、適用期

限が延長されたが、損金算入額の上限 (合計 300万円)を撤廃すること。

3 役員給与の損金算入の拡充

現行制度では、役員給与の損金算入の取扱いが限定されており、特に報酬等

の改定には厳しい制約が課されている。職務執行の対価であり、原則損金算

入できるよう見直すこと。

4 引当金の損金算入

(1)退職給与引当金は、将来確実に発生する債務を引き当てるものであることか

ら、その繰入について損金算入を認めること。

(2)賞与引当金は、潜在的には各月に発生する未払い費用としての性格を有して
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いることから、その繰入について損金算入を認めること。
5 無形減価償却資産の償却期間の短縮

電算機ソフトウェアは5年償却となっているが、技術進歩が早いため期間を
3年 とすること。

6 公益法人課税のあり方について検討が行われているが、公益法人制度改革の

趣旨を踏まえ、慎重に検討を進めること。

第二 所得税 関係

1 土地・建物等の損益通算

土地・建物等の譲渡により生じた譲渡損失の損益通算及び繰越控除を認め

ること。

2 不動産所得の負債利子の損益通算

土地等に係る負債利子については、不動産所得の計算上生じた損失がある場合

に、他の所得との損益通算が認められないこととなつている。
これはバブル期の措置として設けられたものであり、大きく環境が変わって
いることから損益通算を復活させること。

3 医療費控除

医療費控除については、昨今の実情を勘案し、最高限度額を 300万円(現行 200

万円)に引き上げること。

第二 相続税・贈与税 関係

1相続税・贈与税の納税猶予制度の更なる要件緩和と充実

(1)株式総数上限 (3分の2)撤廃と相続税の納税猶予割合 (80%)を 10
0%に引き上げること。

(2)死亡時まで猶予税額が免除されない制度を、一定の年数で免除する制度に

改めること。

(3)対象会社規模を拡大すること。

2 親族外への事業承継に対する措置の充実

3 贈与税の控除額引上げ

(1)経済活性化の観点から、贈与税の基礎控除額を引き上げること。

(2)昭和63年以来据え置かれている居住用不動産の配偶者控除額を2,000万

円から3,000万円に引き上げること。

4 保険金・死亡退職金の非課税限度額引上げ

法定相続人 1人 500万円を1,000万 円に引き上げること。
5 課税財産の見直し

(1)事業用資産を一般財産と切り離した事業承継税制とすること。
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(2)相続開始後に発生する相続に伴う費用 (遺言執行費用、税理士・弁護士報

酬等)は、相続税の課税財産から控除すること。

6 取引相場のない株式等の評価の適正化について

平成 29年度税制改正で類似業種批准方式についての評価方法の見直しが行わ

れたが、純資産価額方式についての見直しも含め、更に適正化を図る必要があ
り早急な対応を求める。

第四 間接税関係

印紙税の改正

印紙税については、電子取引の拡大や手形決済の省略など取引慣行の変

化に伴い課税根拠が希薄化している。文書作成の有無による課税は公平
性を欠くことから廃止すること。

第五 その他

1.配当に対する二重課税の見直 しを要望する。

2.e一 Taxと eLTAXの 電子申告・電子納税環境の一層の整備を図 り、統

一的な運用を検討すべきである。

以上
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法人会の税制改正に関す る提言の主な実現事項

平成 30年 度税制改正 では、働 き方の 多様化 を踏 まえ、様 々な形 で働 く人
をあまね く応援 す る等の観 点か ら、個 人所得課税 の見直 しを行 うとともに、
デ フ レ脱却・経済再生の実現 に向 け、賃上 げや設備投資 を後押 しす る税制上
の措置 を講 じ、さ らに中小企業の代替わ りを促進す る事 業承継税制 の拡充等
が行われ ま した。

法人会 では、昨年 9月 に「平成 30年 度税制改正 に関す る提言」を取 りま
とめ、その後 、政府・政党・地方 自治体等 に提言活動 を積極 的に行 つてまい
りま した。今 回の改正 では、中小法人向 け税制 や事 業承継 に関す る税制の見
直 しな ど法人会の提言事項 の一部が盛 り込 まれ 、以下の とお り実現す る運 び
とな りま した。

[法 人課税 ]

1.交 際費課税

法 人 会 提 言 改 正 の概 要
口平成 26年 度税制改正 において

拡 充 され た 交際 費課 税 の 特例

措置 につい

ては、適用期限が平成 30年 3

月末 ま で とな つて い る こ とか

ら、その延長 を求 め る。

交 際 費 等 の 損 金 不 算 入 制 度 に つ い

て 、適 用 期 限 が 2年 延 長 され る と

と も に 、 接 待 飲 食 費 に係 る損 金 算

入 の 特 例 の 適 用 期 限 も 2年 延 長 さ

れ ま した 。

2.少 額 減 価 償 却 資産 の 取 得価 額 の 損 金 算 入 の 特 例 措 置

法 人会 提 言 改 正 の概 要
・少 額 減 価 償 却 資 産 の 取 得 価 額 の

損 金 算 入 の 特 例 措 置 の 適 用 期

限    が    平    成

30年 3月 末 ま で と な つ て い

る こ とか ら、直 ち に本 則 化 す る

こ とが 困 難 な場 合 は 、適 用 期 限

を延 長 す る。

・少額減価償 却資産の取得価額 の損金

算 入 の 特例 の適 用期 限 が 2年 延 長

され ま した。

3.地 方のあり方

法 人会 提 言 改 正 の概 要
・持 続 的 で 力 強 い成 長 サ イ クル を

構 築 す るた め に は 、大 胆 な規 制

改 革 を 中 心 と した 戦 略 の 立 て

直 しが 必 要 で あ る。そ の た め に

は 地 域 経 済 と雇 用 を担 う中 小

企 業 の 活 性 化 も不 可 欠 で あ り、

・革新 的事 業活動 による生産性 の向上

の実現 のための臨時措置法 (仮 称 )

の制定 を

前提 に、市町村が主体 的に作成 した

計 画 に基 づ き平 成 33年 3月 31
日までに行わ
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地方創生戦略との連携や
~税‐

lll

面 をは じめ と した 多角 的 な環
境整備 が求め られ る。

・償 却 資産 に 対 す る固 定 資 産 税 に

つ いて は 、将 来 的 に は廃 止 も検

討 す べ きで あ る。

・地 方 創 生 で は 、さ らな る税 制 上

の 施 策 に よ る本 社 機 能 移 転 の

促 進 、地 元 の 特 性 に根 差 した技

術 の 活 用 、地 元 大 学 との 連 携 な

ど に よ る技 術 集 積 づ く りや 人

材 育 成 等 、実 効 性 の あ る改 革 を
大 胆 に行 う必 要 が あ る。

れ た 中 小 企 業 の 一 定 の 設 備 投 資 に
つ いて 、固 定 資産 税 の 課 税 標 準 を最

初 の 3年 間

ゼ ロ以 上 2分 の 1以 下 とす る特 例

措置が創設されました。

地 方 拠 点 強 化 税 制 に つ い て は 、地 域

再 生 法 の 改 正 を前 提 に 、準 地 方 活 力

向 上 地 域 と され た 近 畿 圏 中 心 部 や

中部 圏 中心 部 を、移 転 型事 業 の 対 象
地 域 とす る 等 の 見 直 しが 行 わ れ ま
した 。

[事 業承継税制 ]

相 続 税 、贈 与 税 の 納 税 猶 予制 度 に つ い て要 件 緩 和 と充 実

[そ の他 ]

1.電 子 申告

法 人 会 提 言

国税 電 子 申告 (e― Tax)の
利 用 件 数 は 、年 々拡 大 して きて

い るが 、

政 府 は 法 人 に お け る 電 子 申告

の 利 用 率 の 大 幅 な 向 上 を 目指

して い る。この た め 、制 度 の 一

層 の 利 便 性 向上 と、地 方 税 の 電

子 申告 (eLTAX)と の 統 一

的 な運 用 を検 討 す べ きで あ る。

法 人 会 提 言 改 正 の概 要
・本格 的な事 業承継税制が創設 さ

れ るまでの間は、相続税 、贈与

税 の納 税 猶 予制 度 に つ いて要

件 緩 和 と充実 を図 る こ とを求

め る。

・ 10年 間 の 特 例 と して 、猶 予 対 象 の

株 式 の 制 限 (総 株 式 数 の 2/3)の
撤 廃 、納

税 猶 予 割 合 の 引上 げ (80%か ら 1

00%)、 雇 用 確 保 要 件 の 弾 力化 が

行 わ れ る と と もに 、複 数 (最 大 3名 )

の 後 継 者 に 対 す る贈 与・本目続 に対 象

を拡 大 し、経 営 環 境 の 変 化 に対 応 じ

た 減 免 制 度 を創 設 す る等 の 措 置 が

講 じられ ま した 。

改 正 の 概 要

・法人税等 に係 る申告 デー タを円滑に

電子 提 出 で き る よ う環 境 整備 が進

め られ るとともに、大法人について

は法 人税 等 の 電 子 申告 が義 務化 さ

れ ます。
・複 数の地方公共 団体への納税 が一度

の手続 で可能 とな るよ う、安全かつ

安定的な

運営 を担保す る措置 を講 じつつ、電
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子情報処理組織 (eLTAX)を 活

用 した共 通 電 子 納 税 シス テム が導

入 され ます 。

2.少 子 化 対 策

法 人 会 提 言 改 正 の 概 要
・企 業 も積 極 的 に子 育 て支 援 に 関

与 で き る よ う、企 業 主 導 型 保 育

事 業 の さ らな る 活 用 に 向 け て

検 討 す る。

・平 成 30年 4月 1日 か ら平 成 32年
3月 31日 ま で の 間 に 、企 業 主 導 型

保 育 施 設 用 資 産 の 取 得 等 を して 、そ

の 保 育 事 業 の 用 に供 した 場 合 に は、

3年 間 12%(建 物 等 及 び構 築 物 に

つ いて は、15%)の 割 増 償 却 が で

き る措 置 が 講 じ られ ま した 。
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【理事会承認事項】 平成30年度事業計画

平成30年度事業計画
自 平成30年4月 1日～至 平成31年3月 31日

I 活動の基本方針
公益法人制度改革により、公益社団法人として新たにスタートしてから5年が経

過し新しいルールのもとでの組織運堂。事業活動はほぼ定着したものとして捉える
ことができる。
そのうえで平成30年度は、これまでの歴史と実績を踏まえたうえで、あらため

て「法人会の理念」である「税のオピニオンリーダーとして企業の発展を支援し、
地i或の振興に寄与し、国と社会の繁栄に貢献する経営者の団体」として積極的に各
種事業に取り組んでい<ことを基本万針とする。
また、そうした事業活動を一層充実したものとするためにも組織 0財政基盤の充

実・強イヒが必要であることから、ヨ|き続き会員増強活動に力を入れるとともに、
会員相互の交流を一層深め体制の確立を図り、以下に掲げる諸施策に取り組むこ
ととする。

Ⅱ 主な事業計画
1.税を巡る諸環境の整備 0改善等を図るための事業

(1)税に関する研修・セミす―開催事業
一般の企業及び市民、会員に対する税矢□識の一層の普及啓発に努めることと

し、研修教材や資料の配布を行うなど、会員を含めた多<の方を対象として、
税務に係る幅広い知識の普及や経営財政を取り巻く諸問題の改善を目的とし
た研修会やセミナーを引き続き開催することとする。研修教材についても、有
効なものを選定し提供する。

(2)講演会開催事業
会員企業及び市民が政治 0経済学者・ジャーナリスト等の視点を変えた税制

に関する様々な考え方を聞<ことで、税矢□識の普及が身近に感じるようにする
など、市報や地元紙で広報し、広<参加を募リテーマに即した講演会を開催す
ることとする。

(3)租税教育事業
村上税務署管内の小学校を対象に、青年部会及び県税部等が講師となり、「租

税教室」を行い、税金の課税される仕組みや使われ万、税の大切さを身近な事
lp」 で説明し、税の大切さを理解していただ<こととする。また、女l性部会によ
る「税に関する絵はがきコンクール」を行い、税に対する理解と関lbを深めて
もらうこととする。

(4)税の広報活動事業
改正税法や税務申告の情報に対する早期対応と周知及び「e―丁a×」の普及に

資するためのPR活動など利用促進を促すことや、会のホームページ及び広報
誌において、改正税法や税務申告の情報を掲載し、/AN共施設や金融機関窓□に
配置して多<の市民の方々へ税務情報を周知する。また、イベント会場などで、
税に関するクイズや日本の税制をマンガで説明した冊子を配布するなど、市民
から税に関心を持つてもらう事業を実施することとする。
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(5)税の調査研究 (支援を含む)及び社会への提言事業
財政再建と持続可能な社会保障制度を構築するための社会保障と税の一体

改革に本腰を入れて取り組むことが求められている。さらには少子高齢イヒやグ
□―バル化の進展などの社会構造の変化への対処など、山積する諸課題に広く
対処していく必要がある。

これらを踏まえ、地i或の担い手である中小企業の活性化に資する税制をはじ
め、税のオピニオンリーダーとして建設的な提言を行つてい<ものとする。

この事業として、税制に対する意見集約を行つて提言を行うこととし、税に
対するアンケートを行い、その意見・要望をもとに税制改正要望を取りまとめ
て国会、地方議会、関1系宮庁に向けて提言を実施するものとする。

(6)企業の税務コンプライアンスの向上
企業の内部統制の強化や経理水準の向上は、企業の成長や税務リスクの軽減

のためには極めて重要であることから、国税庁後援事業である「自主点検チェ
ックシート」を活用し、企業の税務コンプライアンス向上に積極的に取り組む
こととする。

2.地域の経済社会環境の整備・改善等を図るための事業

(1)講演会・セミナーの開催事業
地i或社会への政治経済の情報、健康情報、福祉的情報等の講演会や地上或経済

の発展に繋がる実務セミナーを開催することは、地域社会の活性化や地域経済
の改善に役立つことである。

法人及び一般の方を対象として、行政関係者、医師、経営実務コンサルタン
ト、芸術家等広範囲な分野の専門家を講師に迎え、講演会・セミす―を開催す
ることとする。

(2)地域の福祉問題や環境問題などの改善に資する事業
講演会等で法人及び一般家庭からタオルを寄贈していただいたものを特別

養護者人ホームなどの福祉施設に寄贈し活用していただ<とともに女性部会
による演芸訪間を実施することとする。

また、河川などの清掃活動や花の鉢植えの配布による環境美化活動に取り組
むことなどで、福祉Fo5題や環境Fo5題の改善に役立てることとする。

3。 会員支援のための親睦 。交流及び福利厚生に資する事業

(1)組織の強化・充実
公益性拡大の観点から、会の組織基盤強イヒ・維持を図るため、さらなる会員

増強に向けて、組織目標の設定や諸施策を実施し、「会員増強月間」において
法人会一丸となつた会員拡大の取り組みを行う。また、極めて厳しい社会・経
済状況の下、組織の強化・充実を図るため、役員の率先した参画や指導のもと

新規加入の推進を行うとともに、会員の退会防止策等、より効果的な対応策を
展開する。法人会事務局の基盤強イし、職員の資質・技能向上を目的とした全法

連・局連・県連が主催する事務局セミナーの参加に努めることとする。
(2)広報活動の充実

法人会の矢□名度向上 0)舌動内容の周知や会員1曽強等に資する広報活動を充実
させさせるため、村上法人会だよりを夏号・冬号のほかに「税に関する絵はが

きコンクール」及び「租税教育」に関する春号を発行することとする。
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また、全法連や県連の行うポスター・ラジオCMO新間広告によるPRの協
力を図るほか、ホームベージの充実、マスコミ等に対するパブリシテイ箇上に
努める広報活動を展開する。また、青年部会員を対象としてスタートしたアン
ケート調査システムの拡大を図る。。

(3)青年・女性部会の充実
① 青年部会活動の大きな柱である「租税教育活動」及び「部会員増強運動」

については、日標数値を設定の上、より積極的な展開を図る。また、青年部
会員を対象として実施する法人会アンケート調査システムの普及・)舌用に努
める。

② 「女性部会のあり方 (基本方針)」 に沿って、部会員の資質向上と法人会
活動の充実・活性化に努める。また、税の啓発活動として小学生を対象と
した「税に関する絵はがきコンクール」や「社会貢献活動」を積極的に進
める。

(4)法人会会員の福利厚生の向上に資することを目的とする事業
法人会の福利厚生制度を取り巻<環境がますます厳しさを増している状況

のもと、引き続き取り扱い三社との連携を一層強化しつつ、福利厚生制度の円
滑な運営と財政基盤の安定化のため、会員企業に対する加入率向上に努め、会
員の企業価値を高めることにもなる福利厚生事業の充実に努める。具体策とし
て全法連で平成29030年度取り組んでいる「福利厚生制度2年2万社純増運
動」の推進を図ることとする。

4.本会の組織を充実し、全国法人会総連合・新潟県法人会連合会及び反誼団体と
の連携強化を図る事業
会員支援のために、会員の輪を広げるために、異業種交流の一環として、会員

間の情報交換や相互の親睦事業を行うほか、会員等に限定した研修会講習会など
の事業を行う。
また、会員企業の経理業務に長年にわたり功労があった者に対し、村上法人会

会長名による優良経理担当職員表彰状と記念品を贈り、一層の納税協力活動の推
進者を育成するとともに、広<社会に納税の重要性を広報することとする。

5。 本会の活動に関係する諸宮/AN庁との連携を図る事業

6。 その他、本会の目的達成に必要な事業
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【理事会承認事項】平成30年度 収支予算

収支予算書(損益ベース)

平成30年 4月 1日 から平成31年 3月 31日 まで

前年度 増 減 備 考
1 止 の

] の

400 1,000 △ 600
400 1,000 △ 600 基本財産利息収入

5 i5 △ lo
5 △ 10 特定積立金利恵頂天

受取会 4,900,000 4,847,000 53,000
正会員受取会費 4,867,000 4,826,000 41.000 一 般 会 普 収 ス

賛助会員受取会費 33,000 21,000 12,000
事業収益 2,250,000 1,888,000 362,000

会員親睦事業収益 1,500,000 1,150,000 350,000 親会等会費収入
青年・女性部会事業収益 600,000 588,000 12,000 年・女性部会会費収入
広報事業収益 150.000 150,000 0 彗料 1又 入

受取補助金 4,905,900 4,780,900 125,000
受取全法連助成金振替額 (A) 3,635,900 3,560,900 75.000 全法連助成金 (A)
受取全法i 助成金 (B) 150,000 150,000 0 全法連助成金 (B)
受取県i 助 金 (B) 1,120,000 1,070,000 50,000 県連補助金 (B)

雑収益 210.050 210,500 △ 450
受取利息 50 500 △ 450 受取利息収入
雑収益 210,000 210.000 0 雑収入

浄g[1 l収益計 (A) 12,266,355 11,727,415 538.940
(2 経常費用

事 費 10,316,360 9,798,960 517.400
(税に関する研修会事業) 171.320 124,320 47,000

会場費 50,000 30.000 20,000

資料費 5,000 3,000 2.000

諸謝金 20.000 20,000 0

印刷製本費 15,000 3,000 12,000

委託費 58,320 58,320 0
消耗品費 10,000 2,000 8,000

通信運搬費 10.000 5,000 5,000

委員会費 3,000 3,000 0

(税法税務に関する教材作成配布事業 26,000 19,000 7.000

資料費 1,000 1,000 0

通信運搬費 25,000 18,000 7,000

(租税教育事業 ) 161,000 163,000 △ 2,000

会場費 2,000 3,000 △ 1,000

印昂1製本 55,000 50,000 5,000

通信運搬 2,000 3,000 △ 1,000

消 耗 品 管 85,000 75,000 10,000

支払負担金 7,000 24,000 △ 17,000

辱員会費 10,000 8,000 2,000

の広報事業 ) 210,300 195,300 15,000

会場費 3,000 3.000 0
lp刷製本費 10,000 5,000 5,000

委託費 30,900 30,900 0

新聞掲載費 55,400 55,400 0

通信運搬費 15,000 5,000 10,000

消耗品費 10,000 10,000 0

支払負担金 85,000 85,000 0

委員会費 1,000 1,000 0

(会報発行事業 ) 410,000 410,000 0

会報 i乍成 質 335,000 335,000 0

通信運搬費 75,000 75,000 0

(税制改正提言事業 ) 10,000 10,000 0

調査研究費 9,000 9,000 0

委員会費 1,000 1,000 0

35



1年度 前年度 増 減 備 豪

興 会経営支援研修事百 224,320 197,320 27.000
会場費 50,000 50,000 0

資料費 3,000 3,000 0
諸謝 1 80,000 60,000 20,000
委 託費 58,320 58,320 0

支 L負担 20,000 20,000 0
印刷製本 3,000 3,000 0
通信運搬 10.000 3,000 7,000

(地域社会の経済経営に関する教材作成配布事業) 17.000 17,000 0
資 斗費 2,000 2,000 0
通信運搬 15,000 15.000 0

(地域社会貢 活動事業 ) 181,000 172,000 9,000
会場費 30,000 25,000 5,000
通信運搬費 3,000 3,000 0
消耗品費 40,000 ハ

）
ｎ
υ

０
０ 2,000

諸謝金 100,000 100.000 0
印刷製本費 5,000 3,000 2,000
委員会費 3,000 3,000 0

(組織基盤強化のための支援事菊 320,000 320,000 0
会員増強推進費 300,000 300.000 0
通 言運搬費 5,000 5,000 0
委員会費 15,000 15,000 0

(会 員支援事業 ) 40,000 27,000 13,000
会員表彰事業費 35,000 25,000 10,000
委員会費 5,000 2,000 3.000

(会 員交流事業 ) 1,570,000 1,180,000 390,000
会員交流費 1,570,000 1,180,000 390,000

(会員の福和ょ厚生制度推進に関する事業) 55,000 35.000 20,000
福利厚生事業費 50,000 30,000 20,000
委員会費 5,000 5,000 0

(管理費のうち事業費配賦額 ) 6,920.420 6,929,020 △ 8,600
給料手当 4,868,460 4,868.460 0
福利厚生 1,075,000 1,075,000 0
旅費交通 387,000 387,000 0
通信運搬 137,600 86,000 51,600
,肖 毛什器 備 品費 43,000 43.000 0
,肖 毛品費 77,400 68,800 8,600
印刷製本費 25,800 68,800 △ 43,000
賃借料 258,000 258,000 0

租税公課 860 860 0
支払手数*1 43,000 68,800 △ 25,800
雑 4,300 4,300 0

管 理 1,925,980 1,915,880 10.100

給 斗手当 792,540 792.540 0
福利厚生費 175,000 175,000 0

渉外慶弔費 50,000 50,000 0

表彰費 20,000 20.000 0
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目
一

当年度 前年度 増 減 備 考△
ム 費 373,000 363,000 10.000

窓会費 250,000 250,000 0
役員 1 85,000 80,000 5,000
|の他会議費 35,000 30,000 5,000
暑員会 3,000 3.000 0

走堕
=

63,000 63,000 0

言運搬費 22,400 14,000 8,400
士
Ｈ 毛什器備品費 7.000 7,000 0
士
Ｈ 毛品 12,600 11.200 1,400
印刷製本費 4.200 11,200 △ 7,000
賃借料 42,000 42,000 0

努委託費 250,000 250,000 0
] 党公課 140 140 0
者会費 106,400 104.900 1,500 県運 会 費他
支払手数料 7,000 11,200 △ 4,200
准費 700 700 0

経常費用計 (B) 12,242,340 11,714.840 527,500
当期経常増減額 (A― B) 24,015 12.575 1,440

2経常外増減の部
1 経常外 J又 益
固 定資産売却益

固1定 資産受増益

経常外収益計 0 0

(2)経常外費用

固1定 資産売却
口
貝

固1定 資産除却損
災害損失

経常外費用計 0 0 0

当期経常外増減額 0 0 0

税引前当期一般正味財産増減額 24,015 12,575 11,440

法人税、法人県 :税、法人市民 0 0 0
当 期 一 般 24,015 12,575 11,440

一 般 T味 7372039 7056668 315,371

一般 正 味 期末残 i
7396054 7,372,039 24,015

Ⅱ   指定正味 増減の

受取補助金負 3,635,900 3,560,900 75,000

受取全法連助成金 3.635,900 3.560.900 75,000

一般正味財産への振 △ 3,635,900 △ 3,560,900 △ 75,000

-10T味 財 産 へ の 額 △ 3.635,900 △ 3.560,900 △ 75,000

当期指定正彎 0 0 0

指 定 正味 0 0 0

指 定 正味 末 残 高 0 0 0

Ⅲ   正味財 産 向 7.396,054 7,372,039 24,015
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